
【資料２】

日本型直接支払交付金に関すること

第１回秋田県農山村ふるさと保全検討委員会

令和４年度



多面的機能支払交付金の取組について
［実施状況］

［現状の課題等］

○事務の担い手不足

高齢化や過疎化による役員の成り手不足や国の制度改正による事務の煩雑化のため、事務作業

が負担となり活動の継続を躊躇する組織が多く見られる。

○活動の担い手不足

高齢化や過疎化による農業従事者や組織構成員の減少のため、水路等の地域資源の維持活動の

担い手が不足し、活動を断念する組織が散見される。

［今後の取組方針］

●広域化の推進

事務負担の軽減や交付金の効率的な活用等を図るため、これまでに広域化した優良事例などを

広く活動組織に対して紹介し、集落・土地改良区・水系単位等での活動組織の広域化を進める。

●事務の外部委託

土地改良区エリア内の活動組織に対して、土地改良区への事務委託の一層の推進を図るととも

に、土地改良区エリア外の活動組織についても、民間コンサルタント会社等への事務委託を進

める。

●作業の省力化と外部委託

草刈りや水路の泥上げなど作業自体が困難と感じている活動組織もあることから、斜面の草刈

り等については自動式草刈機の実演会を行い、省力化の取組を推進する。また、地域の建設会

社等との連携事例を整理し、効果的な作業の外部委託手法を検討する。

令和３年度 実績 令和４年度 予算状況 増減

取組面積 97,866ha 99,000ha 1,134ha

交付金 4,441百万円 4,682百万円 241百万円

組織数 1,001 1,010 9

延べ参加者 83,007人 84,000人 993人

農業者 57,407人 58,100人 693人

農業者以外 25,600人 25,900人 300人

延べ参加団体 5,305団体 5,400団体 95団体

1人当り交付額 54千円 56千円 2千円
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中山間地域等直接支払交付金の取組について

［実施状況］

［現状の課題等］

○協定内の担い手不足

・集落活動のリーダーが少ないことや事務作業の担い手が不在なことにより、協定

の継続が難しくなっている。

○集落戦略の早期作成

・取組集落の農用地の将来像をまとめた「集落戦略」の作成が進んでいないため、

問題点の洗い出しとその解消に向けて市町村とヒアリングを行い、早期作成を図る。

［５月末時点の作成状況］４３７のうち、７７集落協定が作成済み（１８％）

［今後の取組方針］

●広域化の推進

・近接する協定との統合等による広域化を進め、共同活動の参加者を確保するほか、

事務作業の人材を確保し、各種活動の継続を推進する。

●農作業の労力軽減

・斜面における草刈作業を軽減するため、リモコン草刈機等の実演研修を開催する

ほか、農業用ドローンによる防除作業の省力化を事例紹介により啓発する。
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【中山間地域等直接支払交付金】

第５期対策中間年評価の実施について

１．趣旨

２．各段階での実施内容

(1)集落段階

自己評価の内容：

アンケートの内容：

(2)市町村段階

自己評価の内容：

アンケートの内容：

(3)県段階

(4)国段階

３．秋田県農山村ふるさと保全検討委員会での対応

○中間年評価については、協定活動の実施状況の点検・評価、本制度の効果や課題を把握
し、適切な協定活動を推進するとともに、最終評価及び次期対策に向けた制度の検討のため
実施する。

自己評価の対象： 令和3年度までに認定を受けた全て(483)の集落協定及び個別協定
（以下、集落協定等という）。

協定に位置づけた取り組みの実施状況及び目標達成見込み。

アンケートの対象： 令和2年度に活動を実施した集落協定のうち一定数(96)を抽出して
実施。また個別協定は全て(4)を対象に実施。
このほか、第5期対策で廃止した集落協定のうち一定数(20)、また
未実施集落のうち一定数(5)を対象に実施。

本制度の効果、集落の現状や課題、今後の意向等。

自己評価の対象： 関係市町村全て(22)を対象に実施。

集落協定等の自己評価に対して、協定毎に評価を実施。また市町
村の推進活動等について自己評価を実施。

アンケートの対象： 関係市町村全て(22)を対象に実施。

本制度の効果、改善点等を回答。
（集落段階でのアンケート回答を取りまとめ）

　市町村段階での評価書やアンケート結果をもとに秋田県中間年評価書（案）を作成
し、第三者委員会において検討・評価。
　その後、令和５年８月までに県ホームページにおいて公表する。

　都道府県中間年評価書や取組事例の分析等を行い、中間年評価結果（案）を作成し、
第三者委員会において検討・評価。その内容を国ホームページで公表。

○今後取りまとめる秋田県中間年評価書（案）について、年内を目処に本委員会において検
討・評価を実施していただく。
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＊市町村へ7月末を
　目処に提出

＊農山村振興課へ
　10月28日までに
　提出

令和4年12月中
に実施



【中山間地域等直接支払交付金】

棚田地域振興活動加算における目標設定について

１．棚田地域振興法について

２．県内の認定地域

(1)県内の状況

(2)横倉地区（藤里町）について

３．秋田県農山村ふるさと保全検討委員会での対応

○棚田の保全活動を促進するとともに、移住や地域間交流の促進に向けて、令和元年8月に
施行されている。

○棚田地域振興活動計画が国から認定された地域は、中山間地域等直接支払交付金の加算措
置等に取り組むことができる。

・令和3年9月に藤里町横倉地区の棚田地域振興活動計画『横倉の棚田』が内閣府から認
定され、県内の認定第1号となっている。

・横倉地区は、横倉集落協定として以前から当交付金に取り組んでおり、棚田地域振興
活動計画の認定に伴い、棚田地域振興活動加算に取り組むこととし令和3年12月に藤里
町から変更協定が認定されている。

・棚田地域振興活動加算に取り組む場合、認定棚田地域振興活動計画に定める活動目標
との整合を図り、以下のア、イ、ウに係る定量的な目標を設定し、その達成に向けて活
動を行う必要がある。

・なお、目標が達成されなかった場合は、当該加算額を協定認定年度に遡って返還しな
ければならない。

○目標設定について、第三者機関による確認・意見聴取を行うこと。

＊中山間地域等直接支払交付金
 実施要領の運用第８の２の(2)

【参考】取組内容・目標設定
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【中山間地域等直接支払交付金】

棚田地域振興活動加算における目標設定について

中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用 『横倉の棚田』棚田地域振興活動計画 横倉集落協定 棚田地域振興活動加算

ア 棚田等の保全 (１)棚田等の保全 ア 棚田等の保全

ア 耕作放棄地の発生防止・維持
①令和6年度まで、指定地域内の棚田における荒廃農
地ゼロの現状を維持する。
②「農業生産性の向上を図る取組」として共同活動
を行い、農用地や農業用施設管
理の省力化を図る。その際、必要に応じて共同利用
する機械を購入する。

イ 担い手の確保・育成
①令和6年度まで、棚田の保全に取り組む人数（団体
含む）を維持する。但し、やむを得ない事情により
離農する農業者については、その農地を他の耕作者
が維持管理を継続することとする。

イ 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維
持・発揮

(２)棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維
持・発揮

イ 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維
持・発揮

ア農産物の供給の促進
①令和6年度まで、棚田地域での農作物の生産面積
（約1.3ha）を維持する。

イ良好な景観の形成
①定期的な草刈りを実施することにより良好な景観
を形成する。

ウ 棚田を核とした棚田地域の振興 (３)棚田を核とした棚田地域の振興 ウ 棚田を核とした棚田地域の振興

棚田における都市農村交流を通じた関係人口の創
出・拡大による地域振興、棚田を観光資源とした地
域振興、棚田米等を活用した６次産業化の推進等

ア都市農村交流を通じた関係人口の創出・拡大
①「新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を
強化する取組」として、令和6年度までに、棚田オー
ナー制度等への参加者を増員させ、事業の活性化を
図る。

令和6年度までに、棚田オーナー制度等への参加者を
8人から10人以上に増員させる。

棚田法面の補修、耕作道や棚田進入路等の農作業安
全対策の実施、棚田からの土壌流出防止対策の実施
等

令和6年度まで、指定地域内の棚田における荒廃農地
ゼロの現状を維持する。

農産物の供給の促進、自然環境の保全・活用、良好
な景観の形成、伝統文化の継承等

令和6年度まで、棚田地域での農作物の生産面積を
1.3haから1.5haに増加させる。
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横倉集落協定の現状データ

○ 集落に居住地が無いため、農業者は他集落から通作。秋田市から通作している方もいる。

　・町内に居住している方でも、通作距離は片道10kmから15km

　・秋田市から通作している方は、片道90km

○ 集落協定の構成員の農業経営等

※その他構成員は保全管理のみ

(1)集落協定の参加者数　　　（下段括弧書きは県平均）

農業者 農業法人数 農業生産組織数 土地改良区 水利組合

（人） （法人） （組織） （団体） （組織）

7 5 0 1 0 1 

(20.8) (19.1) (0.4) (0.0) (0.0) (0.1)

(2)農業者年齢構成（人）　　　（下段括弧書きは県平均）

39歳以下 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80歳以上

0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 

(0.3) (0.4) (0.6) (0.9) (1.9) (3.0) (3.7) (4.0) (1.8) (1.9)

(3)協定締結面積（ha）　　　（下段括弧書きは県平均）

　田合計

急傾斜 緩傾斜 小区画・不整形 その他

7.4 7.4 7.4 0.0 0.0 0.0 

(20.4)

専/兼 年齢 経営面積 作付作目等 後継者 備考

協定代表 兼業農家 55～59歳 0.65ha せり、じゅんさい 無し

構成員① 兼業農家 60～64歳 0.89ha 水稲 無し

構成員② 専業農家 55～59歳 0.74ha 畜産、牧草 無し

横倉わさび組合 わさび 協定代表の家族が組合員

※左表(1)～(3)は中山間地域等直接支払交付金令和3年
度実績調査より

※このほか、構成員の農業経営等の情報は藤里町役場か
ら聴き取り
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○ 横倉わさび組合について

　・規模拡大やブランド化の展望は考えていない。

　・集落協定の構成員、家族で取り組んでおり、後継者は不在。

○ 横倉･冷水水利組合について

　・水稲を作付けしている構成員が代表を務める。

　・沢水を利用して水稲を作付けしている。

○ 地域間交流に積極的で、棚田オーナー制度にも取り組んでいる。

　・「白神ぶなっこ教室」の体験メニューの一つとして取組み。

　・コロナ禍で会員が減少したが、昨年度（R3）は稲刈り体験を実施。

　・現在の会員数は8人だが、今後増加を目指す。

○ このほかの取組

　・平成27年度に「守りたい里地里山５０」に認定。

　・令和3年度に「つなぐ棚田遺産（農林水産省）」に選定。

　　（全国で271、東北で19の棚田が選定）

ひやみず

藤里町役場

横倉集落協定

片道10km

協定農用地区域 位置図 協定面積：7.4ha
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写真撮影位置

写真①

写真②

写真③
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横倉集落協定 現況写真（R4.7.20撮影）

①

②

③
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環境保全型農業直接支払交付金の取組について
［実施状況］

 ※令和４年度については、前年度秋要望による予算ベースで作成。

［成果と課題等］

○ 令和３年度の実績については、全体の取組面積が 4,475ha と前年実績 4,204ha よ

り 271ha 増加した。取組別では、IPM＋除草＋秋耕 635ha（91ha 増）や長期中干し

2,783ha(286ha 増)の増加が大きかった。

○ 令和４年度の申請面積については、本制度の周知が図られたこと、事業効果も高

いことから、全体的に面積が増加する見込みである。

○ 令和４年度の取組市町村及び申請件数については、農業者団体の要件が厳しくな

ったほか、みどりのチェックシートの取組が農業者等で負担となっていることなど

により、市町村と申請数がやや減少する見込みである。

［今後の取組方針］

○ 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い環境保全型農業について、市町 

 村等と連携し、引き続き推進を図る。

○ 生物多様性の保全効果が特に高い有機農業については、本制度の周知を図りなが

ら、生産者への支援と掘り起こしを図っていく。

○ 第２期対策の効果の評価を行うため、令和４年度は、地球温暖化防止効果調査（堆

肥の施用、有機農業、長期中干し等）を実施する予定である。

環境保全型農業直接支払交付金の取組について
令和３年度 令和４年度
実績 予算
(Ａ) (Ｂ)

取組面積 4,475ha 5,057ha 582ha
有機農業 440ha 479ha 39ha
カバークロップ 370ha 467ha 97ha
堆肥の施用 246ha 320ha 74ha

2,783ha 3,010ha 227ha
冬期湛水管理 1ha 1ha 0ha
IPM+除草+秋耕 635ha 780ha 145ha

交付金 133百万円 156百万円 23百万円
申請数 21件 20件 △1件
取組市町村 11市町村 10市町村 △1市町村

増減
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